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　　　　 （電子提供措置の開始日）　2026年３月５日

株 主 各 位
熊本県荒尾市下井手1616番地

グリーンランドリゾート株式会社
代表取締役社長 松野　隆徳

第47回定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげま

す。

さて、当社第47回定時株主総会を下記により開催いた

しますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の

内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供

措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイ

トに「第47回定時株主総会招集ご通知」として掲載して

おりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのう

え、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト

https://www.greenland.co.jp/ir/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京

証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりま

すので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サ

ービス）にアクセスのうえ、銘柄名（会社名）または証

券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書

類/ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認くださいますよう

お願い申しあげます。

東証ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Actio

n.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決

権を行使することができますので、お手数ながら電子提

供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に

議案に対する賛否をご表示いただき、2026年３月26日

（木曜日）午後５時までに到着するようご返送ください

ますようお願い申しあげます。

また、書面により議決権を行使された場合の議決権行

使書において、議案に対する賛否の表示が無い場合は、

賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具
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１.日    時 2026年３月27日（金曜日）午前10時

２.場    所 熊本県荒尾市本井手1584番地24

グリーンランドリゾートオフィシャル

ホテル　ホテルヴェルデ　有明の間

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３.目的事項

報告事項 １. 第47期（2025年１月１日から2025

年12月31日まで）事業報告、連結

計算書類ならびに会計監査人及び

監査役会の連結計算書類監査結果

報告の件

２. 第47期（2025年１月１日から2025

年12月31日まで）計算書類報告の

件

決議事項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役１名選任の件

記

以　上
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　会社法改正により、当社の電子提供措置事項については、インタ

ーネット上の当社ウェブサイト又は東証ウェブサイトにアクセスの

うえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求

をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりました

が、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一

律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

　なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令

及び当社定款の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりま

せん。

・連結計算書類の連結注記表

・計算書類の個別注記表

  従いまして、当該書面は、監査役が監査報告を、会計監査人が会

計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした連結計算書類又

は計算書類の一部であります。

　なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット

上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事

項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送り

する議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申しあげます。
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(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

　①　事業の経過及び成果

当社グループにおきましては、物価高騰の影

響はありつつも、雇用・所得環境の改善に伴い

緩やかに個人消費が回復したことに加え、イン

バウンド需要が高い水準で推移する中、北海道

におけるゴールデンウィーク期間中の天候不順

や九州においては夏場の猛暑に見舞われるな

ど、思うように集客が図れない局面もありまし

たが、２年目となる「中期経営計画2026（2024

年12月期～2026年12月期）」の重点施策である

各事業の収益力強化ならびに経営の効率化に積

極的に取り組むことで利益の確保に努めまし

た。

また、初めてとなる女性役員の登用、従業員

に対する積極的な賃上げの実施、福利厚生制度

の拡充や教育・研修の強化のほか、ＥＶ充電設

備の設置を取り進めるなど、同じく中期経営計

画の重点施策である人的資本経営の推進ならび

にサステナビリティ経営にも鋭意取り組んでま

いりました。

以上により、当連結会計年度の業績につきま

しては、売上高6,452百万円（前期比40百万円

増）となりましたが、営業利益735百万円（前期

比39百万円減）、経常利益716百万円（前期比64

百万円減）、親会社株主に帰属する当期純利益

487百万円（前期比47百万円減）となりました。

次に、事業の種類別セグメントの概況をご報

告申しあげます。

＜遊園地事業＞

九州の『グリーンランド』におきましては、

春に人気アニメ「プリキュア」シリーズの最新

作を題材としたフロアイベントを開催いたしま

した。また、小学生モデルユニット「ＫＯＧＹ
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ＡＲＵ（コギャル）」のライブステージのほ

か、「タマホームスペシャル花火物語」を年３

回開催するなど、１年を通じて、季節毎に多彩

なイベントを開催し、幅広い世代の集客を図り

ました。

施設面におきましては、新規アトラクション

として回転ブランコ「ウェーブスインガー　Ｇ

ＵＲＵＧＵＲＵ」ならびに体験型アトラクショ

ン「黄金ハンター　～７つの挑戦～」をオープ

ンさせるとともに、園内飲食店舗や物販店舗の

大規模リニューアルを実施して遊園地の魅力増

大を図りました。

また、夏季の暑さ対策として、「雲海ミス

ト」の設置など涼感演出の拡充に取り組んだほ

か、夏季限定の「ウォーターパーク（プー

ル）」におきましては、「６つのプールエリ

ア」とともに、ウォーターキャノンを使用した

「スプラッシュフェス」の連日開催で夏場の集

客を図りました。

以上の結果、利用者数は、前期比16,056人減

少の769,475人となりましたが、売上高は前期比

32百万円増加の2,252百万円となりました。

『北海道グリーンランドホワイトパーク（ス

キー場）』におきましては、年初はゲレンデコ

ンディションも良好で、順調に集客が進みまし

たが、11月以降は、例年と比べ積雪量が大変少

なかったため、12月での再オープンの見送りを

余儀なくされました。

『北海道グリーンランド遊園地』におきまし

ては、春のオープンより多彩なキャラクターシ

ョーのほか、北海道最大級の野外音楽フェス

「ＪＯＩＮ　ＡＬＩＶＥ（ジョインアライ

ブ）」など、話題性の高いイベントを開催いた

しました。

また、新アトラクション「ぞうさん★と★Ｂ

ＯＯＮ！！」を導入し、更なる魅力の拡大を図

りました。

『いわみざわ公園指定管理』におきまして

は、『バラ園』で春・秋２回の「ローズフェス

タ」を開催したほか、『色彩館』では、「洋ら

ん展」など各種イベントを開催して集客拡大を

図りました。
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また、新たにＳＮＳプロジェクトチームを設

置し、各施設の魅力・情報発信力の強化に努め

ました。

以上の取り組みを行いましたが、集客の山場

となるゴールデンウィーク後半の雨天が影響

し、利用者数については大きく減少することと

なりました。

この結果、北海道の遊園地ならびにスキー場

を合わせた利用者数は前期比31,524人減少の

195,015人、売上高は前期比66百万円減少の608

百万円となりました。

以上の結果、遊園地事業の利用者数は前期比

47,580人減少の964,490人となり、売上高は前期

比33百万円減少の2,860百万円、営業利益につき

ましては前期比56百万円減少の766百万円となり

ました。

＜ゴルフ事業＞
　『グリーンランドリゾートゴルフコース』に
おきましては、36ホールを有するパブリックコ
ースとコース内への乗り入れ可能な二人乗りカ
ートを強みに、季節毎に趣向を凝らした多様な
オープンコンペを開催して集客を図りました。
　また、料金改定とともに、効率的な予約枠の
拡大を実施することで、更なる収益性の向上に
努めました。
　『大牟田ゴルフ場』、『広川ゴルフ場』の両
メンバーシップコースでは、カート乗り入れ可
能を強みとして、大手ゴルフメディアとのコラ
ボレーション企画をはじめ、幅広い情報発信に
より集客を図りました。また、コース整備やク
ラブハウスの改修などを積極的に行い、利用満
足度向上を図りました。
　また、コロナ禍で中断しておりました韓国内
におけるゴルフ会員権販売を再開することで、
平日を中心とした利用者数拡大を図りました。
　以上の結果、３ゴルフ場を合わせた利用者数
は、前期比3,101人増加の145,419人となり、売
上高は前期比39百万円増加の1,085百万円、営業
利益につきましては、前期比17百万円増加の105
百万円となりました。
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＜ホテル事業＞
　『ホテルブランカ』におきましては、遊園地
やゴルフ場のオフィシャルホテルとして、各種
特典の強みを全面に打ち出すとともに、ＯＴＡ
（オンライン旅行代理店）を活用して、ビジネ
ス客やインバウンドの取り込みにも注力いたし
ました。
　また、料飲部門におきましては、多彩な味が
楽しめる鍋バイキングや遊園地を望む中庭バー
ベキューのほか、ランチバイキングをＰＲして
宿泊客に加え、遊園地のお客様のご利用促進を
図りました。
　『ホテルヴェルデ』におきましても、グリー
ンランドリゾートのオフィシャルホテルとして
の強みを打ち出し、贅沢な食材にこだわった
「こだわりの朝食」のご提供に注力し、ファミ
リー客をはじめ、平日のビジネス客まで幅広い
層のご利用拡大を図りました。
　料飲部門におきましては、洋食レストラン
「フォンターナ」における「ランチバイキン
グ」、和食レストラン「小岱」の季節の会席料
理やイベント「日本酒を楽しむ会」の開催、遊
園地を望む「バーベキューガーデン」など、
各々の魅力を活かしたメニュー展開により集客
を図りました。
　宴会部門におきましては、人気の「カニ＆ス
テーキ祭り」など、地域のシティホテルとして
魅力あるイベントを開催し、売上拡大を図りま
した。
　この結果、『ホテルブランカ』及び『ホテル
ヴェルデ』を合わせた宿泊者数は、前期比1,291
人減少の62,912人となりましたが、売上高は前
期比31百万円増加の1,401百万円となりました。
　『ホテルサンプラザ』におきましては、駅に
近い好立地をアピールするとともに、日々の市
場動向を分析し、ＯＴＡを通じて、きめ細やか
なニーズに沿った宿泊プランを提供すること
で、ビジネス客や各種団体客の利用促進と収益
拡大を図りました。
　そのほか、レストランの運営形態の見直しや
各種宴会プランのリニューアルに取り組み、収
益性拡大を図りました。
　『北村温泉ホテル』におきましては、「源泉
掛け流し43℃の名湯」と強塩泉で保温効果が高
い「温まりの湯」をＰＲして、日帰り入浴とと
もに、短期滞在型のご利用促進に努めました。
　この結果、『ホテルサンプラザ』及び『北村
温泉ホテル』の宿泊者数は、前期比1,145人増加
の21,853人となりましたが、売上高は前期比35
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百万円減少の557百万円となりました。
　以上の結果、ホテル事業の宿泊者数は前期比
146人減少の84,765人となり、売上高は前期比3
百万円減少の1,958百万円、営業利益は前期比31
百万円減少の63百万円となりました。

＜不動産事業＞

不動産事業におきましては、グリーンランド

リゾートエリアにおける一部の既存テナントの

賃料改定に伴い売上は増加し、売上高は前期比

12百万円増加の175百万円となり、営業利益につ

きましては、前期比14百万円増加の122百万円と

なりました。

＜土木・建設資材事業＞

　土木・建設資材事業におきましては、バイオ

マス火力発電所への燃料投入業務が堅調で、売

上高は前期比26百万円増加の372百万円となり、

営業利益は前期比28百万円増加の97百万円とな

りました。
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事 業 別

利 用 者 数 （人）
売上高

（百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度 増 減
当連結会計
年 度

前連結会計
年 度

遊 園 地 事 業 964,490 1,012,070 △47,580 2,860 2,894

ゴ ル フ 事 業 145,419 142,318 3,101 1,085 1,046

ホ テ ル 事 業 84,765 84,911 △146 1,958 1,962

不 動 産 事 業 － － － 175 163

土木・建設資材
事 業

－ － － 372 345

消去または全社 － － － － －

合 計 － － － 6,452 6,412

事 業 別

営業損益

（百万円）

当連結会計
年 度

前連結会計
年 度

遊 園 地 事 業 766 822

ゴ ル フ 事 業 105 87

ホ テ ル 事 業 63 95

不 動 産 事 業 122 107

土木・建設資材
事 業

97 69

消去または全社 △419 △407

合 計 735 774

　事業別利用者数ならびに売上高及び営業損益は次の

とおりです。

②　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企

業集団の設備投資の総額は1,078百万円で、その

主なものは次のとおりであります。

遊園地施設

ゴルフ場施設

③　資金調達の状況

当期の資金調達は、経常的な資金調達に加え

て、遊園地の新規ジェットコースター導入による

設備投資資金として短期借入金を600百万円調達

しております。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。
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⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事

業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権

等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

区 分
2022年度

（第44期）

2023年度

（第45期）

2024年度

（第46期）

2025年度

当連結会計年度

（第47期）

売 上 高 (百万円) 5,732 6,406 6,412 6,452

経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 820 891 780 716

親会社株主に帰属する

当期純利益(百万円)
428 463 534 487

１株当たり当期純利益

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭

41　44 44　86 51　68 47　12

総 資 産 (百万円) 19,247 18,840 19,010 20,104

純 資 産 (百万円) 9,408 9,805 10,177 10,543

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭
１ 株 当 た り 純 資 産 額 910　18 948　58 984　55 1,019　94

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

グリーンランド
開 発 株 式 会 社

100百万円 100％
土木事業、建設資材の製
造・販売・運搬事業、物
販店・飲食店の運営受託

空 知 リ ゾ ー ト
シティ株式会社

100百万円 100％
遊園地・スキー
場、ホテル、飲
食店の経営

有 明 リ ゾ ー ト
シティ株式会社

100百万円 100％

ホテル、飲食店
の経営、ギフト
商品販売業、生
損保保険代理店
業

(3) 重要な親会社及び子会社等の状況
①　親会社との関係

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
当社の連結子会社は、下記の３社であります。

③　その他の重要な企業結合等の状況
西部ガスホールディングス株式会社は、当社の

議決権を24.39％（間接保有を含む）保有してお
り、当社は同社の持分法適用会社であります。

(4) 対処すべき課題
今後につきましては、物価高騰の落ち着きが

見込まれるとともに、引き続き雇用や所得環境
改善が進むことで個人消費の伸びが期待される
一方、長引く円安や不安定な国際情勢の影響も
懸念され、依然として先行き不透明な状況が続
くものと予想されます。

このような状況の下、「中期経営計画2026」
の最終年度を迎える当社グループにおきまして
は、ますます多様化するお客様のニーズに的確
且つ迅速に対応していくことで、インバウンド
を含む集客拡大と収益増大を図り、より一層の
企業価値向上を目指してまいります。

加えて、資本の効率化をはじめ、積極的な投
資、新たなサービス創造による付加価値の増
大、ＤＸ推進による顧客満足度向上と業務効率
化の推進、賃上げや福利厚生制度拡充などによ
る従業員エンゲージメント向上、女性管理職育
成など将来に向けた人財基盤の強化、当社グル
ープの事業特性を活かした社会貢献への取組
み、環境負荷の少ない脱炭素電力の購入など、
当社グループの中長期的な成長を目指した経営
に注力してまいります。
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各セグメントにおける具体的施策は次のとお
りです。

＜遊園地事業＞
　九州の『グリーンランド』におきましては、開
園60周年という大きな節目を迎えるに当たり、特
別イベントの開催をはじめ、アトラクションの新
規導入ならびにリニューアルに取り組み、新たな
『グリーンランド』の魅力を発信してまいりま
す。
　イベントにつきましては、園内ラリーや飲食メ
ニューコラボなどの60周年記念イベントをはじ
め、未就学児を持つファミリーをメインターゲッ
トとしたフロアイベント「こどもスタジオ」を開
催するほか、恒例の打上花火大会、ＹｏｕＴｕｂ
ｅで活躍するグループや人気キャラクターを起用
したショーなど、１年を通じて多彩なイベントを
開催し、開園60周年というメモリアルイヤーを盛
り上げてまいります。
　施設面におきましては、人気アトラクション
「スーパーバイキング」の大規模リニューアルを
行うとともに、最新ＸＲ技術搭載の体験型アトラ
クションの導入や飲食店舗のリニューアルを行う
ことで、園内の魅力増大を図ります。また、夏季
における「プール」営業のほか、園内各所でミス
ト演出や休憩所を拡充することで、夏場でも楽し
める施設づくりに注力いたします。
　『北海道グリーンランド遊園地』におきまして
は、春の遊園地オープンから、多様なキャラクタ
ーショーを開催するとともに、夏季には開園40周
年を記念した新規アトラクション「ドロップツイ
ストタワー（仮称）」を導入して、更なる集客を
図ってまいります。
　『北海道グリーンランドホワイトパーク（スキ
ー場）』におきましては、ゲレンデ整備に注力す
るとともに、新たなスノーアクティビティエリア
を展開し、国内客のみならずインバウンドの獲得
を図ります。
　『いわみざわ公園』におきましては、「バラ
園」、「色彩館」及び「キャンプ場」の各施設に
おけるイベント開催とＳＮＳを通じた情報発信で
集客を図ります。

＜ゴルフ事業＞
『グリーンランドリゾートゴルフコース』で

は、開場60周年記念ゴルフコンペのほか、多彩
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なオープンコンペを開催いたします。また、コ
ース整備をはじめ、２人乗りカートやエアコン
完備の休憩所など、快適なプレー環境をアピー
ルして更なる集客を図ります。

『大牟田ゴルフ場』、『広川ゴルフ場』の両
メンバーシップコースでは、競技大会の開催に
伴う練習ラウンドによる集客や大型ゴルフコン
ペの獲得に注力いたします。また、クラブハウ
スや練習場などの設備更新により、顧客満足度
向上を図ります。

＜ホテル事業＞
『ホテルブランカ』におきましては、遊園地

やプール、ゴルフ場とのお得なセットプラン販
売に注力するとともに、客室の設備の充実化を
図ります。

『ホテルヴェルデ』におきましては、グリー
ンランドリゾートのオフィシャルホテルとして
の強みを活かし、「こだわりの朝食」、正統な
日本料理が味わえる「和食レストラン」、「露
天風呂付天然温泉」そして「大宴会場の完備」
など、近隣ホテルとの差別化を打ち出し、幅広
い層のお客様に選ばれるホテルづくりを目指し
てまいります。

『ホテルサンプラザ』におきましては、駅に
近い好立地を強みにビジネス客の獲得を図ると
ともに、札幌市からのアクセスの良さを背景
に、様々なＯＴＡを活用しインバウンドの獲得
にも注力いたします。

『北村温泉ホテル』におきましては、ＳＮＳ
により「源泉掛け流し43℃の名湯」や「美味し
い食事」のＰＲを行い、日帰り入浴の利用促進
を図ります。また、周辺観光や体験とのセット
プランを造成して、団体客やインバウンドの宿
泊利用の拡大を図ります。

＜不動産事業＞
不動産事業におきましては、積極的に遊休社

有地の活用に取り組むほか、遊園地周辺の社有
地への新規テナント誘致に注力し、収益基盤の
安定化を図ります。

＜土木・建設資材事業＞
土木・建設資材事業におきましては、主力事

業であるバイオマス火力発電所への燃料投入業
務の安定的な受託を推進するとともに、土木工
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事受注ならびにポゾテック等の建設資材の販売
促進を図ってまいります。

当社グループといたしましては、「ココロを
『みどり』でいっぱいに。」のキャッチコピー
のもと、ご利用されるお客様が心ゆくまで楽し
まれ、そして、皆様が笑顔いっぱいの思い出を
作られる施設であり続けられるよう、これから
も日々の事業活動に取り組んでまいります。
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事 業 主 要 な 事 業 内 容

遊 園 地 事 業 遊園地・スキー場の経営

ゴ ル フ 事 業 ゴルフ場の経営

ホ テ ル 事 業
ホテル・飲食店舗の経営
ギフト商品販売業、生損保保険代理店業

不 動 産 事 業 不動産の売買・賃貸

土木・建設資材事業 土木事業、建設資材の製造・販売・運搬事業

(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

当 社

本社：熊本県荒尾市

グリーンランド（遊園地）：熊本県荒尾市

グリーンランドリゾートゴルフコース：熊本県荒尾市

有明カントリークラブ大牟田ゴルフ場：福岡県大牟田市

久留米カントリークラブ広川ゴルフ場：福岡県八女郡広川町

グリーンランド開発株式会社
本社：福岡県大牟田市
遊園地事業部：熊本県荒尾市

空知リゾートシティ株式会社

北海道グリーンランド遊園地：北海道岩見沢市

北海道グリーンランドホテルサンプラザ：北海道岩見沢市

北海道グリーンランドホワイトパーク(スキー場)：北海道岩見沢市

いわみざわ公園：北海道岩見沢市

北村温泉ホテル：北海道岩見沢市

有明リゾートシティ株式会社

グリーンランドリゾートオフィシャル
ホテルブランカ：熊本県荒尾市

グリーンランドリゾートオフィシャル
ホテルヴェルデ：熊本県荒尾市

(6）主要な事業所等（2025年12月31日現在）
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事 業 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

遊 園 地 事 業 69（93）名 △2（　1）名

ゴ ル フ 事 業 32（55）名 3（　1）名

ホ テ ル 事 業 71（93）名 3（△2）名

不 動 産 事 業 0（ 1）名 △1（　0）名

土木・建設資材事業 15（12）名 △2（△2）名

全 社 共 通 22（ 8）名 2（　3）名

合 計 209（262）名 3（　1）名

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

72（83）名 3(3）名 37.2歳 9.0年

(7) 使用人の状況（2025年12月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間

　　　の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間

　　　の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 肥 後 銀 行 1,844百万円

株式会社西日本シティ銀行 973百万円

株 式 会 社 筑 邦 銀 行 778百万円

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 20,000,000株

②　発行済株式の総数 10,346,683株

③　株主数 9,327名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

西部ガスホールディングス株式会社 1,513.2千株 14.63％

西部ガス都市開発株式会社 501.2千株 4.84％

株 式 会 社 肥 後 銀 行 500.0千株 4.83％

日 本 駐 車 場 開 発 株 式 会 社 462.8千株 4.47％

西日本メンテナンス株式会社 400.0千株 3.86％

日本コークス工業株式会社 281.5千株 2.72％

株式会社西日本シティ銀行 260.0千株 2.51％

大 牟 田 瓦 斯 株 式 会 社 256.0千株 2.47％

サノヤス・ライド株式会社 250.0千株 2.41％

九 州 ガ ス 圧 送 株 式 会 社 250.0千株 2.41％

２．会社の現況
(1) 株式の状況（2025年12月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１. 持株比率は自己株式（9,260株）を控除して計算してお

ります。

２. 持株比率は小数点第３位を切り捨てて表示しておりま

す。

３. 西部ガスホールディングス株式会社の間接保有を含めた持

株比率は24.38％であります。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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① 取締役及び監査役の状況（2025年12月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
社 長
社長執行役員

松 野 隆 徳

取 締 役
常務執行役員

寺 田 尚 文
 空知リゾートシティ株式会社
 代表取締役社長

取 締 役
常務執行役員

佐 伯 賢 二  遊園地事業部長

取 締 役
執 行 役 員

田 中 宏 昌
 営業部長
 有明リゾートシティ株式会社
代表取締役社長

取 締 役
執 行 役 員

冨 山 裕 人  経営管理室長

取 締 役 山 下 秋 史
西部ガスホールディングス株式会社
顧問

取 締 役 大 塚 晶 子 株式会社肥後銀行取締役監査等委員

常 勤 監 査 役 岡 部 雅 彦

監 査 役 中 尾 哲 郎
弁護士法人中尾総合法律事務
所所長

監 査 役 水 本 忠 敬
税理士法人青い鳥サポート代
表社員

監 査 役 藤 田 直 己
公認会計士藤田直己事務所
所長

(3) 会社役員の状況

（注）１. 取締役山下秋史氏及び大塚晶子氏は、社外取締役であり

ます。

２. 監査役中尾哲郎氏、水本忠敬氏及び藤田直己氏は、社外

監査役であります。

３. 監査役岡部雅彦氏は、長年にわたる経理業務の経験を有

しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。

４. 監査役中尾哲郎氏は、弁護士の資格を有しており、企業

法務に関する相当程度の知見を有するものであります。

５. 監査役水本忠敬氏は、税理士の資格を有しており、財務

及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありま

す。

６. 監査役藤田直己氏は、公認会計士の資格を有しており、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであ

ります。

７. 当社は、取締役山下秋史氏及び大塚晶子氏ならびに監査
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役中尾哲郎氏、水本忠敬氏及び藤田直己氏を、株式会社

東京証券取引所ならびに福岡証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。

②　取締役及び監査役の報酬等

イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等

  当社は、「夢や感動を与える企業」であり続けることに

加え、企業としての利益確保ならびに地域発展への貢献を

通じて、全てのステークホルダーからの信頼を得ることを

企業理念として掲げており、その実現に向けて大きな役割

を担う個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の

自覚を促し、また、適切なインセンティブとして機能する

ような適正な水準とすることを基本方針としております。

　具体的には、取締役の報酬について、株主総会の決議に

よる報酬総額の限度内において、会社業績、経済情勢を考

慮して、取締役の役位ならびに責務等に応じた報酬テーブ

ルを定めるとともに、構成員の過半数を独立社外取締役と

する指名・報酬委員会の審議による答申を経て、取締役会

における再一任決議に基づき、代表取締役社長が決定して

おります。

　常勤の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬およ

び短期的な業績連動報酬としての賞与により構成し、監督

機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本

報酬のみを支払うこととしております。

　基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社業績、経済情勢

を考慮して、取締役の役位ならびに責務等に応じた報酬テ

ーブルに基づき、指名・報酬委員会の審議による答申を経

て決定しております。

　賞与は、各事業年度の連結経常利益を業績指標として、

当該事業年度の業績が概ね見通せた段階で、指名・報酬委

員会の審議による答申を経て、取締役会がその目標達成度

合いに応じて作成する賞与テーブルに基づき、現金報酬と

して賞与を支給するものとしております。

　当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容につ

いては、決定方針に基づき、構成員の過半数を独立社外取

締役とする指名・報酬委員会の審議による答申を経て、代

表取締役社長が決定しており、取締役会は、決定方針に沿

うものであると判断しております。

　また、監査役の報酬については、株主総会の決議による

報酬総額の限度内において、監査役の協議により決定して

おります。
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役員区分

報酬等

の総額

（千円）

報酬等の種類別の

総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）基本報酬 賞与

取締役

（うち社外

取締役）

72,822

（2,400）

64,422

(2,400）

8,400

(－）

12

(3）

監査役

（うち社外

監査役）

12,600

(3,600）

12,600

(3,600）

－

(－）

4

(3）

ロ.当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与

は含まれておりません。

　　　２. 賞与に係る業績指標は、各事業年度の連結経常利益であ

り、当事業年度における実績は、716百万円でありま

す。当該指標を選択した理由は、企業価値の持続的な向

上を図るために重要な企業活動の収益力を明確に示して

いる指標であるとの考えに基づき、各事業年度において

達成すべき目標を定めているためであります。当社の賞

与は、職位別の賞与テーブルに基づき、その目標達成度

合いに応じて算定しております。

３. 取締役の報酬限度額は、2014年３月25日開催の第35回定

時株主総会決議において年額120百万円以内（うち社外

取締役分5,000千円以内。ただし､使用人分給与は含まな

い。）と決議いただいております。当該株主総会終結時

点の取締役の員数は、８名（うち社外取締役２名）で

す。

４. 監査役の報酬限度額は、2014年３月25日開催の第35回定

時株主総会決議において年額30百万円以内と決議いただ

いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数

は、４名（うち社外監査役３名）です。

５. 取締役の支給人員及び支給額には、2025年３月28日開催

の第46回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役

５名分（うち社外取締役１名分）が含まれております。

６. 取締役会は、代表取締役社長社長執行役員松野隆徳氏に

対し、各取締役の基本報酬の額及び賞与の額の決定を委

任しており、同氏は各支給テーブルに基づき、構成員の

過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会による

審議・答申を経て、各取締役の基本報酬の額及び賞与の

額を決定しております。委任した理由は、当社全体の業

績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を

行うには、代表取締役社長が適していると判断したため

であります。

７. 当社は、平成18年３月30日開催の第27回定時株主総会終
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結の時をもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制

度を廃止し、同株主総会終結後、引き続いて在任する取

締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止ま

での在任期間に対する役員退職慰労金を、各氏の退任時

に支給することを決議いたしております。

　　これに基づき、当事業年度中に退任した取締役１名に対

し、32百万円の役員退職慰労金を支給しております。

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法

人等との関係

・取締役山下秋史氏は、西部ガスホールディングス株式会

社顧問であります。西部ガスホールディングス株式会社の

持株比率は14.63％（間接保有を含めた持株比率は

24.38％）であります。

・取締役大塚晶子氏は、株式会社肥後銀行取締役監査等委

員であります。株式会社肥後銀行の持株比率は4.83％であ

り、当社との間に貸付の取引関係があります。

・監査役中尾哲郎氏は、弁護士法人中尾総合法律事務所所

長であります。当社は弁護士法人中尾総合法律事務所と取

引関係はありません。

・監査役水本忠敬氏は、税理士法人青い鳥サポート代表社

員であります。当社は税理士法人青い鳥サポートと税務顧

問契約を締結しています。

・監査役藤田直己氏は、公認会計士藤田直己事務所所長で

あります。当社は公認会計士藤田直己事務所と取引関係は

ありません。
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役 職 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役 山 下 秋 史

当事業年度開催の取締役会８回の全てに
出席し、議題の審議にあたり、主に企業
経営者としての経験と見識に基づく客観
的な意見を適宜述べ、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。
また、指名・報酬委員会の委員を務め、
取締役の指名・報酬等について審議し、
取締役会に答申するにあたり重要な役割
を果たしております。

取締役 大 塚 晶 子

当事業年度開催の取締役会６回のうち
５回に出席し、議題の審議にあたり、
主に金融機関経営者としての経験と見
識に基づく客観的な意見を適宜述べ、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための助言・提言を行って
おります。
また、指名・報酬委員会の委員を務め、
取締役の指名・報酬等について審議し、
取締役会に答申するにあたり重要な役割
を果たしております。

監査役 中 尾 哲 郎

当事業年度開催の取締役会８回、監査
役会７回の全てにそれぞれ出席し、議
題の審議にあたり、主に弁護士として
の経験と見識に基づく客観的な意見を
適宜述べるとともに、定期的な会計監
査人との会合において、意見及び情報
の交換を行っております。

監査役 水 本 忠 敬

当事業年度開催の取締役会８回、監査
役会７回の全てにそれぞれ出席し、議
題の審議にあたり、主に税理士として
の経験と見識に基づく客観的な意見を
適宜述べるとともに、定期的な会計監
査人との会合において、意見及び情報
の交換を行っております。

監査役 藤 田 直 己

当事業年度開催の取締役会８回、監査
役会７回の全てにそれぞれ出席し、議
題の審議にあたり、主に公認会計士と
しての経験と見識に基づく客観的な意
見を適宜述べるとともに、定期的な会
計監査人との会合において、意見及び
情報の交換を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）大塚晶子氏は、当事業年度の途中において新たに取締役に

　　就任したため、上記の出席日数及び開催回数は、就任日の

　　2025年３月28日以降に開催された取締役会を対象としており

　　ます。

④　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条

第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最
低責任限度額としております。
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⑤　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責

任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担す
ることとなる、役員等がその職務の執行に関し責任を負う
こと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって
生ずることのある損害を保険者が補填することとしており
ます。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社およ
び子会社の取締役および監査役であり、すべての被保険者
について、その保険料の全額を当社および子会社が負担し
ております。
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(4) 会計監査人の状況

① 名称　　　　　　 EY新日本有限責任監査法人

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

34,500千円

（注）会社法監査及び金融商品取引法監査等に明確に区分

できないため、その合計額を記載しております。

③ 当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払

うべき報酬等の合計額

34,500千円

④ 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業

務の内容

該当事項はありません。

⑤ 会計監査人の報酬等に対する監査役会が同意し

た理由

　当社監査役会は、会計監査人の独立性及び監査

体制・監査品質の確保体制、監査計画、監査方

法、内容・結果の相当性を判断基準として同意し

ております。

⑥ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務執行について著

しい支障があると判断した場合には、会計監査人

の解任または不再任に関する議案の内容を決定

し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株

主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340

条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会

が会計監査人を解任し、監査役会が選定した監査

役は、解任後最初に招集される株主総会におい

て、解任した旨及び解任した理由を報告いたしま

す。

⑦ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の

運用状況の概要

Ⅰ. 業務の適正を確保するための体制についての決定

内容の概要

当社は、取締役会において、業務の適正を確保す

るための体制の整備に関する基本方針（「内部統制

システムの基本方針」）を決議いたしております。

当該基本方針の内容は次のとおりであります。

① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執

行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
イ. 当社経営管理室においてコンプライアンスの取り組み

を横断的に統括することとし、同室を中心に役職員教

育等を行う。

ロ. 社外取締役を継続して選任することにより、取締役の

職務の執行についてその適法性に関する監督機能を確

保する。

ハ. 定期的な内部監査により法令及び定款への適合性を確

認する。

ニ. 弁護士及び税理士とそれぞれ顧問契約を締結し、必要

に応じ適法性を確認する。

ホ. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し

ては、一切の関係を持たず、毅然たる態度で臨むもの

とする。また、対応窓口を経営管理室とし、顧問弁護

士、警察当局及び外部専門機関と連携強化を図り、関

連情報の収集や速やかに対処できる体制を構築する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及

び管理に関する体制並びに子会社の取締役等の

職務執行に係る事項の当社への報告に関する体

制
イ. 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る

記録や、各取締役が職務権限規則に基づいて決裁した

文書等、取締役の職務執行に係る情報を適正に記録

し、法令及び社内規程に基づき適正に保存及び管理す

る。

ロ. 取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、本社

において速やかに閲覧が可能となる場所に保管する。

ハ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への

報告に関する体制を、当社及び子会社は整備する。

③ 当社及び子会社における損失の危険の管理に関

する規程その他の体制
イ. 各部所の長は、コンプライアンス、労働環境、災害、

サービス応対、事故及び情報セキュリティ等内在する
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リスクを把握、分析し、危機の管理を監督する。

ロ. 業務管理規則における、遊園地・ゴルフ場の安全確

保・災害防止規則、ゴルフ場の農薬安全使用規則、飲

食業務の衛生管理に関する規則に則り、業務の普遍化

を確保する。

ハ. 重大な事態が発生した場合、即座に対策本部を設置し､ 

迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、被

害を最小限に止める体制を構築する。

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的

に行われることを確保するための体制
イ. 取締役会を原則月１回開催し、経営に関する重要事項

について、審議、議決及び取締役の業務執行状況の監

督を行う。

ロ. 毎月開催する経営会議において、各事業部門、子会社

の月次業績のレビューと効率化に向けた改善策を審議

する。

ハ. 取締役の職務の執行については、組織規則、業務分掌

規則、職務権限規則において、それぞれの責任者及び

その責任、執行手続の詳細について定め、効率的に職

務の執行が行われる体制を確保する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務

の適正を確保するための体制
イ. 子会社管理規則に基づき、子会社の経営意思を尊重し

つつ、一定の事項については当社に報告を求めること

により、子会社の経営管理を行う。

ロ. 子会社の監査役を当社から派遣し、子会社の業務執行

状況を監査する。

ハ. 内部監査室が子会社に対する内部監査を実施し、その

結果を子会社の取締役及び当社の社長に報告する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する体

制並びにその使用人の取締役からの独立性及び

当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す

る事項
イ. 監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な

事項を命令することができるものとする。

ロ. 監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその

命令に関して、取締役、内部監査室長の指揮命令を受

けない体制とする。

ハ. 当該職員は、取締役の指示・命令には属さないものと

し、その人事異動・評価等を行う場合は、あらかじめ

監査役に意見を求め、これを尊重することとする。
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⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための

体制その他の監査役への報告に関する体制
イ. 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業

務執行状況を報告する。

ロ. 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそ

れのある事実を発見したときは直ちに監査役会に報告

する。

ハ. 子会社の取締役及び使用人は、当社の監査役の要請に

応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、当社又

は子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見

したときは、直ちに当社の監査役へ報告する。

ニ. 監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたこ

とを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはな

らないものとする。

⑧ その他の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制
イ. 監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに､ 

必要に応じて内部監査部門に調査を求める。

ロ. 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及

び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査

人に報告を求めることができる。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処

理に関する体制
監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手

続を定め、監査役から前払い又は償還等の請求があっ

た場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執

行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所

定の手続に従い、これに応じるものとする。

Ⅱ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概

要

　　　　上記に掲げた内部統制システムの施策に従い、

その基本方針に基づき具体的な取り組みを行うと

ともに、内部統制システムの運用状況について重

要な不備がないか監視する体制を構築しておりま

す。また、経営管理室及び内部監査室が中心とな

り、当社の各部門に対して、内部統制システムの

重要性とコンプライアンスに対する意識づけを行

い、当社全体を統括、推進させております。

（注） 本事業報告に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨

てて表示しております。
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（2025年12月31日現在） （単位：千円）

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他
　

1,024,692

506,757

311,894

40,024

76,511

91,916

△2,413

19,080,111

17,904,852

2,132,890

577,535

14,465,918

728,507

201,695

201,695

973,563

558,664

136,675

220,911

57,312
　

流 動 負 債 5,152,766

買 掛 金 89,246

営 業 未 払 金 159,138

短 期 借 入 金 4,316,116

未 払 金 298,843

未 払 法 人 税 等 96,828

そ の 他 192,593

固 定 負 債 4,408,501

長 期 借 入 金 2,151,538

長 期 預 り 金 2,135,082

退職給付に係る負債 8,731

そ の 他 113,149

負 債 合 計 9,561,267

純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,412,667

資 本 金 4,180,101

資 本 剰 余 金 4,767,834

利 益 剰 余 金 1,467,768

自 己 株 式 △3,036

そ の 他 の
包括利益累計額

130,868

その他有価証券
評 価 差 額 金

130,868

純 資 産 合 計 10,543,536

資 産 合 計 20,104,804 負債・純資産合計 20,104,804

連 結 貸 借 対 照 表

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 6,452,959
売 上 原 価 5,027,203

売 上 総 利 益 1,425,756

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 690,415

営 　 　 　 業 　 　 　 利 　 　 　 益 735,341

営 業 外 収 益 45,720

受 取 利 息 392

受 取 配 当 金 16,868

受 取 賃 貸 料 5,943

受 取 保 険 金 7,968

助 成 金 収 入 6,396

雑 収 入 8,150

営 業 外 費 用 64,437

支 払 利 息 63,857

雑 損 失 580

経 　 　 　 常 　 　 　 利 　 　 　 益 716,624

特 別 利 益 5,563

固 定 資 産 売 却 益 5,563

特 別 損 失 44,950

固 定 資 産 除 売 却 損 43,487

減 損 損 失 1,463

税 金  等  調  整  前  当  期  純  利  益 677,237

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 174,470

法 人 税 等 調 整 額 15,638

当 　 　 期 　 　 純 　 　 利 　 　 益 487,127
親会社株主に帰属する当期純利益 487,127

連 結 損 益 計 算 書

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,180,101 4,767,834 1,146,039 △3,036 10,090,938

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △165,398 △165,398

親 会 社 株 主 に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

487,127 487,127

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

当期変動額合計 － － 321,728 － 321,728

当 期 末 残 高 4,180,101 4,767,834 1,467,768 △3,036 10,412,667

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

その他の包括利益

累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 86,720 86,720 10,177,659

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △165,398

親 会 社 株 主 に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

487,127

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

44,147 44,147 44,147

当期変動額合計 44,147 44,147 365,876

当 期 末 残 高 130,868 130,868 10,543,536

連結株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年12月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

流  動  資  産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固  定  資  産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

498,843

206,795

184,922

6,923

28,928

23,456

20,000

15,835

31,982

△20,000

18,647,027

16,517,545

748,804

580,711

338,022

41,437

68,301

14,198,060

2,667

539,540

196,680

173,777

15,514

7,388

1,932,801

535,614

927,514

35

555,000

24

132,562

52,600

902

△271,452
　

流 動 負 債 3,752,386

買 掛 金 12,913

営 業 未 払 金 213,675

短 期 借 入 金 2,720,000

1年内返済予定の
長 期 借 入 金

456,958

リ ー ス 債 務 1,408

未 払 金 158,090

未 払 法 人 税 等 66,998

前 受 金 13,424

預 り 金 46,342

そ の 他 62,573

固 定 負 債 4,429,800

長 期 借 入 金 1,027,322

長 期 預 り 金 2,164,982

繰 延 税 金 負 債 80,223

リ ー ス 債 務 1,525

受 入 保 証 金 95,791

関 係 会 社
事 業 損 失 引 当 金

1,059,955

負 債 合 計 8,182,186

純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,832,815

資 本 金 4,180,101

資 本 剰 余 金 4,767,834

資 本 準 備 金 3,767,834

その他資本剰余金 1,000,000

利 益 剰 余 金 1,887,916

利 益 準 備 金 169,649

その他利益剰余金 1,718,266

固 定 資 産
圧 縮 積 立 金

1,484

繰越利益剰余金 1,716,782

自 己 株 式 △3,036

評価・換算差額等 130,868

その他有価証券
評 価 差 額 金

130,868

純 資 産 合 計 10,963,683

資 産 合 計 19,145,870 負債・純資産合計 19,145,870

貸　借　対　照　表

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位：千円）

科 　 　 目 金 　 　 額

売 上 高 3,072,343

売 上 原 価 2,061,997

売 上 総 利 益 1,010,345

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 512,048

営 　 　 　 業 　 　 　 利 　 　 　 益 498,297

営 業 外 収 益 55,373

受 取 利 息 3,675

受 取 配 当 金 33,460

受 取 保 険 金 7,903

温 泉 水 利 用 料 2,400

助 成 金 収 入 1,489

雑 収 入 6,444

営 業 外 費 用 36,518

支 払 利 息 36,018

雑 損 失 500

経 　 　 　 常 　 　 　 利 　 　 　 益 517,152

特 別 利 益 144,656

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 50,000

関係会社債務保証損失引当金戻入額 24,930

関係会社事業損失引当金戻入額 69,726

特 別 損 失 94,116

固 定 資 産 除 却 損 27,663

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 66,452

税  引  前  当  期  純  利  益 567,692

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 127,464

法 人 税 等 調 整 額 13,361

当 　 　 期 　 　 純 　 　 利 　 　 益 426,866

損　益　計　算　書

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他利益
剰余金

固 定 資 産

圧縮積立金

当 期 首 残 高 4,180,101 3,767,834 1,000,000 4,767,834 169,649 1,512

当 期 変 動 額

剰余金の配当

当 期 純 利 益

固 定 資 産 圧 縮

積 立 金 の 取 崩
△28

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － △28

当 期 末 残 高 4,180,101 3,767,834 1,000,000 4,767,834 169,649 1,484

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合 計

利益剰余金

自己株式
株主資本

合　　計

そ の 他

有 価 証 券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

その他
利益剰余金 利　益

剰余金

合　計繰越利益

剰余金

当 期 首 残 高 1,455,285 1,626,447 △3,036 10,571,347 86,720 86,720 10,658,067

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △165,398 △165,398 △165,398 △165,398

当 期 純 利 益 426,866 426,866 426,866 426,866

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

28 － － －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

44,147 44,147 44,147

当期変動額合計 261,497 261,468 － 261,468 44,147 44,147 305,616

当 期 末 残 高 1,716,782 1,887,916 △3,036 10,832,815 130,868 130,868 10,963,683

株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 金 子 一 昭

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 渋 田 博 之

独立監査人の監査報告書

2026年２月20日

グリーンランドリゾート株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
福岡事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、グリ
ーンランドリゾート株式会社の2025年１月１日から2025年12月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グリーン
ランドリゾート株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に
適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその
他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の
記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に
重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項は
ない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前
提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体と
しての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価

する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並
びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連
結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関し
て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範
囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての
我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害
要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適
用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 金 子 一 昭

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 渋 田 博 之

独立監査人の監査報告書

2026年２月20日

グリーンランドリゾート株式会社

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
福岡事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づ
き、グリーンランドリゾート株式会社の2025年１月１日から
2025年12月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用
される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他
の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記
載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計
算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどう
か注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に
重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項は
ない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提
に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体と
しての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価
する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並
びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成すること
が適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成
及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
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　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範
囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての
我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害
要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適
用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第

47期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成

した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、

以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監

査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準

拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部

監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収

集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法

で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使

用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財

産の状況を調査いたしました。また、子会社につい

ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び

情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法

令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業

務の適正を確保するために必要なものとして会社法

施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整

備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ

き整備されている体制（内部統制システム）につい

て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状

況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明

を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査

を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）

を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ

て説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び

その附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書

並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討

いたしました。

監査役会の監査報告
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2026年２月24日

グリーンランドリゾート株式会社　監査役会

常勤監査役 岡 部 雅 彦 ㊞

社外監査役 中 尾 哲 郎 ㊞

社外監査役 水 本 忠 敬 ㊞

社外監査役 藤 田 直 己 ㊞
　

２．監査の結果

　（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従

い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若

しくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相

当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘

すべき事項は認められません。

　（2）連結計算書類の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法

及び結果は相当であると認めます。

　（3）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法

及び結果は相当であると認めます。

　

以  上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたし

たいと存じます。

期末配当に関する事項

第47期の期末配当につきましては、安定的な配当に

配慮するとともに、当期の連結業績ならびに今後の事

業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたし

たいと存じます。

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存

じます。

　なお、この場合の配当総額は103,374,230円とな

ります。

　この結果、中間配当金として１株につき５円をお

支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株

につき15円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2026年３月30日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役１名選任の件

　　取締役山下秋史氏は、本総会終結の時をもって辞任

いたしますので、その補欠として取締役１名の選任を

お願いするものであります。

　　取締役候補者は、次のとおりであります。
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氏　　　名（生年月日）

所有する
当 社 の
株 式 数

よし

吉
 

 
むら

村
 

 
たけ

雄
 

 
ひろ

大

（1968年7月14日生）

－

略歴、地位、担当並びに重要な兼職の状況

1991年４月　　西部瓦斯株式会社入社

　　　　　　 （現 西部ガスホールディングス株式会社）

2018年４月　　同社人事労政部部長

2021年４月　　西部ガスホールディングス株式会社

　　　　　　　デジタル戦略部部長

2022年４月　　同社デジタル戦略部長

2025年４月　　同社執行役員総務広報部長（現任）

2025年４月　　西部瓦斯株式会社執行役員総務部長（現任）

（重要な兼職の状況）

西部ガスホールディングス株式会社

執行役員総務広報部長

西部瓦斯株式会社執行役員総務部長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　西部ガスホールディングス株式会社執行役員総務広報部長

として豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの

経験と見識を活かし、社外取締役として、取締役会の意思決

定機能及び監督機能を強化することが期待できるため、社外

取締役候補者としました。

　また、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断

し、独立役員として指定する予定です。
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（注）１. 吉村雄大氏は、社外取締役候補者であり

ます。

２. 吉村雄大氏は、株式会社東京証券取引所

ならびに福岡証券取引所の定めに基づく

独立役員候補者であります。

３. 候補者と当社との間には特別の利害関係

はありません。

４. 吉村雄大氏の選任が承認された場合、当

社は吉村雄大氏と会社法第427条第１項

の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結する

予定であり、その限度額は、同法第425

条第１項に定める最低責任限度額として

おります。

５. 当社は、役員等を被保険者とする役員等

賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しており、被保険者が負担することに

なる役員等がその職務の執行に関し責任

を負うこと又は当該責任の追及に係る請

求を受けることによって生ずることのあ

る損害を当該保険契約により補填するこ

ととしております。候補者は、当該保険

契約の被保険者に含まれることとなりま

す。

また、次回更新時には、同内容での更新

を予定しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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１．場所 熊本県荒尾市本井手1584番地24
グリーンランドリゾートオフィシャルホテル
ホテルヴェルデ　有明の間

２．最寄駅 ＪＲ九州大牟田駅・荒尾駅
西鉄天神大牟田線大牟田駅

●各駅からホテルまでのタクシーでの
所要時間
荒尾駅から約10分
大牟田駅から約15分

株主感謝デーご案内
　当社では、第47回定時株主総会当日（2026年３月27日）を株

主感謝デーとしております。

　当日に限り、株主様には以下のような特典を設定いたしてお

りますので、本招集ご通知とあわせてお送りする「株主感謝デ

ー特別チケット」に、必要事項をご記入のうえ、ぜひご利用い

ただきますようご案内申しあげます(直接、遊園地窓口にてご

提示ください）。

株主感謝デー特典

①株主様とそのご家族は、グリーンランド遊園地のご入場を無

料ご招待。

②グリーンランド遊園地チャレンジパス（各アトラクションを

１回ずつご利用いただけるパス）を１名様分プレゼント。

③グリーンランド遊園地駐車場利用券プレゼント。

①～③のいずれも、2026年３月27日限りとなります。

　なお、株主感謝デー特別チケットに関しまして、換金・譲渡・

払い戻しなどはできませんので、よろしくご了承ください。

株主総会会場ご案内図
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